
健康日本２１（第二次）最終評価 及び
次期計画策定に関する協議状況等

令和５年２月８日（水）

ふじのくに健康増進計画推進協議会

＜資料１＞

【出典】
・健康日本 21（第二次）最終評価報告書 （令和4年10月）
・第5回次期国民健康づくり運動プラン（令和6年度開始）策定専門委員会（令和4年12月26日）
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国の動き

2



健康日本21（第二次）の概要
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健康日本21（第二次）最終評価報告書（抜粋）
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健康日本21（第二次）最終評価報告書（抜粋）
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次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会での議論
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他計画等との連携
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○国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（案）

【出典】
・第5回次期国民健康づくり運動プラン（令和6年度開始）策定専門委員会（令和4年12月26日）
 資料１

＜都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項＞

 一 健康増進計画の目標の設定と分析・評価

   健康増進計画の策定にあたっては、がん対策推進計画や循環器病対策推進計画等の疾
患に関する計画、医療費適正化計画やデータヘルス計画など保険者として策定する計画、
その他医療計画、介護保険事業支援計画、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項、成
育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針などと連携すること
とする。

＜その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項＞

 二 関係する行政分野との連携

   健康増進の取組を推進するには、様々な分野との連携が、国、地方自治体いずれにお
いても必要である。医療、食育、産業保健、母子保健、生活保護、生活困窮者自立支援、
精神保健、介護保険、医療保険といった取組に加え、学校保健、教育、スポーツ、農林
水産、経済・産業、まちづくり、建築・住宅などの分野における取組と積極的に連携す
ることが求められる。


